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ふるさと納税返礼品 
「とれたてフレッシュ便」を導入します 

 

 

 平素は、市行政推進に格別のご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 本市では、１２月２日からふるさと納税の返礼品として新たに「とれたてフレッシュ便」

を導入します。「とれたてフレッシュ便」とは新鮮な食材の収穫風景を早朝からオンラインで

生配信し、寄附者が専用サイトからふるさと納税返礼品として申込いただくと、事業者のも

とにリアルタイムで発注情報が届き、その日のうちにお品を発送することができる仕組みで

す。 

「とれたてフレッシュ便」は生産者のこだわりや実際のお品を生配信で見てから選ぶこと

ができるため、寄附者と生産者の距離がより縮まり、昨今のショッピング感覚に似たお品の

選択方法とは一線を画す返礼品です。 

 このたび本市に本社を置く株式会社キノシタショウテンとふるさと納税に関するＰＲ業務

委託契約を締結し、同社・返礼品提供事業者・本市の 3 者が協力してこの仕組みを構築いた

しました。 

 「とれたてフレッシュ便」の導入に先立ち、下記のとおり記者会見を開催しますので是非

取材していただき、周知にご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 日 時 令和４年１１月３０日（水）午前１０時～午前１１時 

２ 場 所 瀬戸内市役所本庁 3 階 会議室 

３ 発表者 瀬戸内市長 武久 顕也 

      株式会社キノシタショウテン 代表取締役 木下 尚之 

４ 主な内容 

  ・とれたてフレッシュ便の紹介 

  ・取材風景動画の視聴 

  ・今後の展開について 

総合政策部秘書広報課 

担 当 者 主査 石井 陽治 

電 話 番 号 0869-24-7095（直通） 

瀬戸内市 
お知らせ 


